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佐賀市新中町５－１０



随 意 契 約 理 由 書

１．件 名 ２０３号法面崩落箇所対策及び通行止作業

２．履 行 場 所 佐賀県多久市東多久町多久原地先外（発注者の指示する場所）

３．契約の相手方 会 社 名： 富士建設・東与賀建設（共）

住 所： 佐賀県佐賀市富士町大字上熊川118-1

電話番号： (0952)64-2347

４．随意契約適用法令 会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号

５．目的、内容及び随意契約に付する理由

（１）目 的

本作業は、梅雨前線による降雨に伴い国道２０３号笹原峠において法面崩落

が発生したため土砂除去などを行うとともに、多久原ICにおける通行止め作業を

行うために出動要請を行うものである。

（２）理 由

梅雨前線による降雨に伴い国道２０３号笹原峠において法面崩落が発生したた

め土砂除去などを行うとともに、多久原ICにおける通行止め作業を行う必要があ

るため、「災害時における応急対策業務に関する基本協定」に基づき上記業者と、

会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条４第３号に基づき、随意契約を

行い作業の円滑な遂行を図るものである。

（随意契約理由書作成者）

佐賀国道事務所

管理第二課長
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